
デジタルを活用したまちづくりの推進体制に関する要綱 

 

第１章 総則  

（目的） 

第１条 この要綱は「浜松市デジタルを活用したまちづくり推進条例（令和４年条例第３

３号）」（以下、「条例」という。）第１条に規定される目的を達成するための推進体制を

整備し、その役割を定めることによりデジタルを活用したまちづくに関する施策を迅速

かつ重点的に推進することを目的とする。 

（推進体制） 

第２条 条例第 7条及び本要綱第 1条で規定する推進体制は次の各号に定めるところによ

る。 

（１） 浜松市デジタル・スマートシティ推進本部 

（２） 浜松市デジタル・スマートシティ官民連携プラットフォーム 

 

 

第２章 浜松市デジタル・スマートシティ推進本部 

(役割) 

第３条 「浜松市デジタル・スマートシティ推進本部」（以下「推進本部」という。）は、

デジタルの力を最大限に活用した都市の最適化や市民サービスの向上などに向けたデ

ジタル・スマートシティ政策の企画及び庁内調整等を行う。 

（最高情報責任者（ＣＩＯ）等） 

第４条 推進本部に次の各号に掲げる者をおき、その役割は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 最高情報責任者（ＣＩＯ） 最高情報責任者（ＣＩＯ）（以下「ＣＩＯ」という。）

は企画調整部を事務分担する副市長をもって充て、市長の指示のもとＤＸを推進す

る。 

（２） 最高情報責任者（ＣＩＯ）補佐官 最高情報責任者（ＣＩＯ）補佐官はデジタル・

スマートシティ推進担当部長をもって充て、ＣＩＯを補佐する。 

（所掌事務） 

第５条 推進本部は、第１条の目的及び第３条の役割を果たすため、次の各号に掲げる

活動を行う。 

（１） デジタル・スマートシティ政策の進捗管理に関すること 

（２） デジタル・スマートシティ政策の企画及び庁内調整に関すること 

（３） 前号に定めるものの他、デジタル・スマートシティ政策について必要な事項に

関すること 



（組織） 

第６条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。 

２ 本部長には市長、副本部長はＣＩＯをもって充てる。 

３ 本部員には、別記１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（ワーキンググループ） 

第７条 デジタル・スマートシティ政策を機動的に推進するため、推進本部にワーキン

ググループを置くことができる。 

２  ワーキンググループは、デジタル・スマートシティ政策に関する、個別かつ具体的

な施策の調整及び検討等を行う。 

３ ワーキンググループは、関連する課の職員をもって組織する。 

（外部有識者） 

第８条 推進本部は、必要に応じて学術経験者や専門家等の外部有識者から意見を聴取す

ることができる。 

（会議） 

第９条 推進本部は本部長が招集しワーキンググループは、デジタル・スマートシティ

推進担当部長が招集する。 

（庶務） 

第１０条 推進本部の庶務は、デジタル・スマートシティ推進課において行う。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるものの他、推進本部に関し必要な事項は本部長が定める。 

 

 

第３章 浜松市デジタル・スマートシティ官民連携プラットフォーム 

（役割） 

第１２条 「浜松市デジタル・スマートシティ官民連携プラットフォーム」（以下「本ＰＦ」

という。）は、多様な主体の積極的な参画及び官民の連携を促し、本市におけるデジタ

ル・スマートシティの取組を推進する。 

（定義） 

第１３条 本ＰＦにおいて「デジタル・スマートシティ」とは、ＡＩ・ＩＣＴ等先端技術

と都市の有するさまざまなデータを活用することで、地域課題の解決と新たな産業の継

続的な創出を図りつつ、都市の分野横断的なマネジメントによる全体最適化と市民生活

の質の向上を目指す持続可能な都市をいう。 

  



（活動内容） 

第１４条 本ＰＦは、第１条の目的及び第１２条の役割を果たすため、次の各号に掲げる

活動を行う。 

（１） 本市における各分野でのデジタル・スマートシティに関する取組事例の情報共

有及び連携促進に関する活動 

（２） データの利活用に関する調査、研究等に関する活動 

（３） 本ＰＦを構成する会員間の情報共有及び連携促進に関する活動 

（４） 会員からの地域課題の解決等に資する提案への支援に関する活動 

（５） デジタル・スマートシティに関する啓発、人材育成に関する活動 

（６） その他本市におけるデジタル・スマートシティの推進に資する活動 

 

（組織） 

第１５条 本ＰＦの代表者として会長１名を置き、浜松市長をもって充てる。 

 

（運営委員会） 

第１６条 次の各号に掲げる事務を所掌するため、本ＰＦに運営委員会を設置する。 

（１） 本ＰＦの基本となる活動方針の決定 

（２） 各分野における取組についての情報共有 

（３） 分野間の連携の促進 

（４） 部会の設置、活動期間延長及び廃止の決定 

（５） 事業化分科会の設置、活動期間延長の承認及び廃止の決定 

（６） 会長への報告、説明 

（７） その他本ＰＦの目的の達成に資する取組 

２ 運営委員会は別表に記載の団体からの推薦者及び有識者（以下「委員会委員」という。）

により構成する。  

３ 運営委員会の会務を総括するため委員長１名を置き、別表に記載の者をもって充てる。 

４ 委員長を補佐し、委員長に事故があったときはその職務を代理するため副委員長２名

を置き、別表に記載の者をもって充てる。 

５ 運営委員会は、委員長が招集しその議事を司る。 

６ 委員長は、運営委員会を招集する暇がないと認めるときは、文書（電磁的記録による

文書を含む。）による合議をもって、運営委員会の開催に代えることができる。 

７ 委員会委員は無報酬とする。 

８ 委員会委員としての職務を実施する上で浜松市外から参加する委員会委員の本市まで

の交通費及び出張旅費については、浜松市職員の旅費に関する条例その他の本市の旅費に関

する規程で定めるところに相当する金額を、前項の規定に関わらず毎年度予算の範囲内で謝

礼として支払うものとする。 

 



（会員） 

第１７条 本ＰＦは、本ＰＦの目的に賛同し、この要綱を順守する次の会員をもって組織

する。 

（１） 一号会員（運営会員） 別表に記載の団体又は有識者 

（２） 二号会員（パートナー会員） 会員の登録申請に加え、本ＰＦの活動に資する

役務の提供、本市を活動領域とした具体的な事業の提案、共催事業の開催等を申

し出、会長に承認された団体 

（３） 三号会員（一般会員） 会員の登録申請を行い、会長に承認された団体 

２ 会員は、書面により届け出ることにより、本ＰＦから退会することができる。 

３ 会長は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その会員を除名することがで

きる。 

（１） この要綱に違反し又は本ＰＦの信用を著しく害したとき 

（２） 会員が解散若しくは営業を停止し又は活動実態がないと認められたとき 

（３） 会員が暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき 

（４） その他本ＰＦの運営に当たって重大な支障が生じると認められたとき 

４ 前各項に定めるもののほか、会員の登録、退会等の詳細については、別に定める「浜

松市デジタル・スマートシティ官民連携プラットフォーム 会員要綱」による。 

５ 会費及び入会金は、無料とする。 

（部会）  

第１８条 活動の必要に応じて、本ＰＦに部会を設置することができる。 

２ 部会は運営委員会の下に設置され、特定事項の調査、研究等を行う。 

３ 部会の設置及び運営に関する事項については、別に定める「浜松市デジタル・スマー

トシティ官民連携プラットフォーム 部会要綱」による。 

（事業化分科会） 

第１９条 活動の必要に応じて、本ＰＦに会員の一部により組織された事業化分科会を設

置することができる。 

２ 一号会員（運営会員）又は二号会員（パートナー会員）は、運営委員会に対して事業

化分科会の設置を提案できる。 

３ 事業化分科会の設置及び運営に関する事項については、別に定める「浜松市デジタル・

スマートシティ官民連携プラットフォーム 事業化分科会要綱」による。 

（会員情報の発信） 

第２０条 一号会員（運営会員）又は二号会員（パートナー会員）は、当該会員の有する

技術・サービス等の情報を、会長が本ＰＦの目的に合致すると認める範囲かつ方法で、

他の会員に対し周知することができる。 

 



（事務局） 

第２１条 本ＰＦの事務を処理するため、デジタル・スマートシティ推進課に事務局を置

く。 

（要綱の制定改廃） 

第２２条 第３章の規定を改廃した場合は、遅滞なく会員に通知する。 

 

第４章 雑則 

（細目） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、推進本部及び本ＰＦの運営に関して必要な事項

は、別に定める。 



別記１（第６条関係） 

副市長、水道事業及び下水道事業管理者、教育長、技術統括監、危機管理監、市長公室長、

部長、担当部長、事業本部長、保健所長、区長、会計管理者、消防長、議会事務局長 

 

別表 一号会員（運営会員）（第１７条第１項第１号関係） 
   運営委員会（第１６条第２項、第３項及び第４項） 

 

役職 区分 団体又は有識者名 

委員長 行政 浜松市 

副委員長 有識者 浜松市フェロー（デジタル・スマートシティ） 

委員 産業・経済 浜松商工会議所 

委員 金融 株式会社静岡銀行 

委員 金融 浜松磐田信用金庫 

委員 金融 遠州信用金庫 

委員 大学 国立大学法人静岡大学 

委員 大学 国立大学法人浜松医科大学 

委員 
各分野代表 

＜エネルギー分野＞ 
浜松市カーボンニュートラル推進協議会 

委員 
各分野代表 

＜モビリティ分野＞ 
浜松市モビリティサービス推進コンソーシアム 

委員 
各分野代表 

＜農業分野＞ 
浜松スマート農業推進協議会 

委員 
各分野代表 

＜健康・医療・福祉分野＞ 

浜松ウエルネス推進協議会 

浜松ウエルネス・ラボ 

委員 
各分野代表 

＜産業（ものづくり）分野＞ 
浜松市スタートアップ戦略推進協議会 

委員 
各分野代表 

＜観光・商業分野＞ 
公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー 



委員 
各分野代表 

＜防災・安全分野＞ 
浜松市危機管理監 

委員 
各分野代表 

＜社会資本・インフラ分野＞ 
浜松市土木部 

委員 
各分野代表 

＜教育・子育て分野（教育）＞ 
浜松市学校教育部 

委員 
各分野代表 

＜教育・子育て分野（子育て）＞ 
認定 NPO 法人はままつ子育てネットワークぴっぴ 

委員 
各分野代表 

＜デジタル・ガバメント分野＞ 
浜松市企画調整部 

 

 

附 則 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


